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桜井市長 松井正剛 殿 

2018年10月22日 

 

桜井市社会保障推進協議会 

  会長 下井直美 

 桜井市大福２４０－１ 

 大福診療所気付 

 

       ２０１８年切実な要求実現を求める要望書 

 

 

日頃より、市民の暮らしをはじめ、医療・福祉・介護・教育の充実などに、ご尽力いただいており

ますことに敬意を表します。私たち桜井市社会保障推進協議会は毎年のキャラバン行動や、桜井市と

の懇談を通して地域の実態を共有するとともに、切実な要求の実現や課題の解決に取り組みを進めて

きました。また、桜井市社保協の介護保険制度の学習会に市の職員を派遣して「出前講座」をおこな

っていただくなど、この間のみなさんの丁寧なご対応とご協力に感謝を申し上げます。 

地域住民のだれもが願うのは「安全・安心・平和」です。「格差と貧困」をなくし、安心して働き暮

らすことができる職場と社会づくりです。そしてゆきとどいた教育で、子どもたちの未来に希望が持

てる社会にすることです。住んでいてよかったと思える自治体づくりなどを求めて私たちも行動して

います。 

桜井市社会保障推進協議会は２００２年５月の結成以来、医療、介護、子育て、生活保護など社会

保障制度のより一層の充実や、日々の暮らしに関わる様々な要求実現に向けて草の根からの活動を続

けてまいりました。今回も市民のいのちと暮らしに関わる切実な要望を提出いたします。ご検討の上、

是非とも文書でのご回答をお願い申し上げます。 

                    記 

Ⅰ．桜井市の環境問題について 

１．「グリーンパーク」へ持ち込む、ごみ処理料金とゴミ袋料金を引き下げてください。来年の１０月から消費税   

   が１０％に引き上げられても料金を引き上げないでください。  

【回 答】（環境部） 

ごみ処理料金につきましては、環境の保全、ごみの減量化、資源の有効利用を図るために、平成 12

年 10月から、ごみ処理経費の一部として市民の皆様にもご負担いただいております。 

ごみ処理料金の見直しにつきましては、これまでも他の自治体との比較や類似団体の状況なども勘

案して検討を行ってきました。 

近年の状況といたしましては、平成 12 年から平成 18 年の間において、段階的に料金の引上げを行

い、それ以降は料金の変更は行っておりません。 

今後においても、他の自治体の状況やごみ処理に係る経費、消費税率引上げによる影響など、総合
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的に判断し、行財政改革の取組みの一つとして、慎重に検討していきたいと考えております。 

 

 ２. 大和高田市、橿原市、五條市、宇陀市などでは、祭日や振替休日であってもゴミの収集を行っています。 

月・木コースは、月曜日が祭日または振替休日となり近年増している傾向にあります。燃やせるゴミ収集回数

に不公平が生じ困惑しています。桜井市でも、祭日や振替休日であってもゴミの収集をおこなってください。 

  【回 答】（環境部） 

燃やせるごみの収集日が、月・木コースの市民の皆さまには、月曜日が祝祭日又は振替休日となり、

年度によっては休日が増えておりますことから、燃やせるごみの収集回数に不公平が生じ、大変ご迷

惑をおかけしております。 

 すべての祝祭日や振替休日の収集については、職員の出勤体制や人員配置等クリアすべき課題もあ

り、収集及び施設全般の業務に波及することから、非常に困難な状況が危惧されます。 

 現行、この状況を踏まえた中で、燃やせるごみの収集につきましては年間を通してできる限り、市

民サービスに不公平が生じないよう検討しておりますので、ご理解いただきますよう、お願いいたし

ます。 

 

3.日立造船との長期ごみ焼却炉等管理委託について、運転管理から保守点検、補修、資材の調達や物品管理などを委

託業者に一括管理させているので、炉の効率的な運用がなされているのか、あるいは事故が起こっていても市

ではつかみにくいので、環境省や国土交通省が推奨している、高度な知識や技術をもった第三者機関(スーパー

バイザー)を入れて監視と指導をさせてください。環境基準値以上のダイオキシンが発生するなど炉に問題が生

じた場合は、すみやかに市民に情報公開をしてください。 

  【回 答】（環境部） 

ごみ焼却施設の運営にあたっては、市が求めた要求水準が確実に履行されていることを業務監視

（モニタリング）することが極めて重要なことから、市職員の技術職による毎日の運転日誌の確認、

及び月１回のモニタリング会議による炉の運転状況・運転計画・修理状況・修理計画等を確認し、運

営監視を行っています。 

また、定期点検時の各種分析、測定時における立会検査を実施し、炉の効率的な運用がなされてい

るかどうかを確認して、不具合があれば事業者に対し適宜改善指導をしております。 

ダイオキシンなどの有害物質については、環境基準値を超えないように運転管理を行っており、万
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が一、基準値を超える有害物質が発生した場合や、それ以外にも市民生活に影響する重大な事項が生

じた場合は、速やかに市民に情報公開いたします。 

 

４. 高田地区産業廃棄物最終処分場の埋め立て事業は終了しましたが、引き続き市は県とも協力をしながら処分場の

悪臭対策、水質管理、産廃場の崩落防止対策について、安全が完全に確認されるまで監視を続けてください。 

【回 答】（環境部） 

市といたしましては、平成 26 年５月 28 日に当該最終処分場及び周辺の環境保全を図ることを目的

として、事業者と環境保全協定書を締結しました。これに基づき、奈良県と地元 4 ヶ大字区長の立ち

会いのもと、臭気検査や水質検査を定期的に行っております。 

今後も指導監督責任のある県と緊密に連携を図りながら、事業者責任において維持管理が適正に行

われるよう十分な監視を行っていきたいと考えております。 

 

５. 奈良県は放射能ホットスポットがあることが懸念されているので、放射能測定機を小学校単位で設置し、教育環

境・生活環境の安全のために測定し公表をおこなってください。 

【回 答】（環境部） 

東日本大震災に伴い発生した東京電力福島第一原子力発電所事故以来、奈良県では文部科学省の委

託を受けて、県内４ヶ所で空間放射線量率の常時監視を行っており、測定を開始して以来、正常値の

範囲内となっております。 

桜井市におきましても奈良県景観・環境総合センターより、空間放射線量率測定器（サーベイメー

タ）を借りて、桜井市役所・グリーンパーク・大福小学校付近・纒向小学校付近・初瀬小学校付近の

５ヶ所におきまして、平成 30 年 11 月 5 日（月）に空間放射線量率の測定を行いました。測定結果に

ついては、次のとおり、いずれもかぎりなく０に近い数値であり、正常値の範囲内（1.00μSv /ｈ未

満）でした。 

①桜井市役所       0.06μSv /ｈ 

②桜井市グリーンパーク  0.09μSv /ｈ 

③大福小学校付近     0.05μSv /ｈ 

④纒向小学校付近           0.05μSv /ｈ 



4 

 

⑤初瀬小学校付近           0.07μSv /ｈ 

 

６. 原発依存から自然エネルギーへの転換について、早く「地域新エネルギービジョン」の策定を行ってください。

その上で①民間住宅での太陽光発電の設置費用に対して補助金制度を拡充して下さい。②河川の水を貯めること

なくそのまま利用する小水力発電について調査や研究を行って下さい。③木質バイオマスの熱利用として市内の

製材業者や森林組合と協力して、製材から出る木片や間伐材を利用して、木質チップや木質ペレットとして利用

してください。 

【回 答】（環境部） 

奈良県においては、平成 25 年３月に奈良県エネルギービジョンを策定し、平成 28 年３月に第２次

奈良県エネルギービジョンが見直されましたが、桜井市として地域新エネルギービジョンの策定は、

今のところ予定しておりません。 

① 桜井市におきましても、平成 25年７月１日から住宅用太陽光発電システム設置奨励金交付制度を

開始しました。奨励金の交付については、桜井市商工会が発行する１件当たり５万円分の桜井市内共

通商品券により交付しております。制度開始以来、募集件数60件で、平成 25年度は 40件、平成26年

度は 60件、平成 27年度は 60件、平成 28年度は 47件、平成 29年度は 41件、平成 30年度は 10月末

日時点で 18件の申請がありました。 

制度の拡充等につきましては、国内の情勢や桜井市の地域特性等を踏まえながら、検討していきた

いと考えております。 

【回 答】（環境部・農林課） 

② 河川の水を貯めることなく、そのまま利用する小水力発電については、県内では先進事例として

吉野小水力利用推進協議会の取組みがあります。 

 吉野町の標高４５０ｍの山間にある集落で、雪や台風で停電が起きることが多いことから、大規模

な災害が発生すれば孤立する危険度も高く、電源の確保が切実な問題であるとのことから、具体的な

解決策として小水力発電に住民全体で取り組むことを目的として、平成２４年７月に発足され、自治

会総出によるボランティア活動として取り組まれていると聞いております。 

 小水力発電の抱える問題として恒常的な発電が可能な水流の確保や、実施主体の形成があります。

特に、地域住民がいかに主体的にやる気になって動き出すか。この動きを作れなければ、小水力発電
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は普及しないと言われております。 

 吉野町のように雪や台風で孤立する危険度が多く、電源確保が切実な状況下で住民が主体となって

取り組むことで普及が進むものであり、取り組みが必要とされる相談があれば進めさせていただきま

す。 

【回 答】（農林課） 

③ このことにつきましては、平成２６年度より桜井市ホームページに間伐未利用材の買取について、

バイオマス発電施設の燃料となる木材の買取について掲載させていただいております。買取には桜井

市森林組合が発行する納品書（合法木材の証明書他）が必要になります。 

 これからも引き続き啓発に努めさせていただきます。 

 

Ⅱ．福祉・医療制度などの社会保障制度のより一層の充実について 

１．桜井市休日夜間応急診療所において、平日の夜間の内科の応急診療について、受診者数が少ないという理由で

木曜日だけに縮小されましたが、なぜ少なかったのかという原因の究明と市民の要望があれば、再度、再開し

てください。また、小児科も診れる医師を配置してください。 

【回 答】（けんこう増進課） 

 桜井市休日夜間応急診療所の運営にあたりましては、桜井市医師会のご理解、ご協力のもと平成２

８年８月より診療を行ってまいりましたが、約２年間の受診状況を検証し、この８月から診療を縮小

したところです。     

先生方のご理解により、市内の医院、診療所などにおいて、比較的遅い時間まで診療をしていただ

けることや、また特に、季節性のインフルエンザ流行時などには、診療時間を過ぎても診察していた

だいていることも減少の一因であるのではないかと考えています。縮小につきましては、これまでの

受診実績を元に検討を重ね、医師会や桜井市休日夜間応急診療所運営協議会でもご協議いただき、ご

承認をいただいたものでございます。また、木曜の診療につきましては、休診の医院や診療所が多い

ことなどもあり、実績を見ましても、受診者数が多かったことなどを考慮したものです。 

 診療所の再開につきましては、医療環境が充実したしたことに加え、「かかりつけ医」をお持ちい

ただくなど市民の受診環境が変化したことなどを踏まえ、桜井市医師会等関係機関と協議のうえ、

「現状ならば、縮小してもカバーできる」と判断し、縮小したところでございますので、今後の動向
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を見守りたいと考えています。また、小児科医の配置につきましては、医師の高齢化や、慢性的な小

児科医師の不足などにより、医師の確保が難しい状況にあります。 

 

２．前回の回答より、福祉医療（未就学除く子ども・障がい者・ひとり親家庭など）制度の償還給付に関して、過 

剰受診の懸念ゆえの国民健康保険の国庫負担金減額措置を踏まえ、窓口での一部負担金のみの支払いとする現 

物給付にするよう県に働きかけてください。また、入院・通院とも、高校卒業まで無料になるよう県や国に申 

し入れてください。 

【回 答】（保険医療課） 

国民健康保険運営にとって、国庫負担金の確保は極めて重要であることから、現物給付方式の導入

は減額措置が廃止される未就学児が対象となります。 

 福祉医療制度全体を現物給付方式」にするためには、国の減額措置の廃止、及び全市町村の合意が

必要となることから、今後さらに県とともに検討していきたいと考えております。 

 

 ３.実施中の精神障害者医療費助成制度の適用については、３級までの手帳所持者すべてを対象にしてください。 

【回 答】（社会福祉課） 

精神障害者の医療費にかかる助成制度につきましては、自立支援医療の精神通院にかかる医療費自己

負担分の助成に加えまして、平成２７年４月より精神保健福祉手帳１級の方について全診療科目の入

院・通院を対象に、平成２８年８月より２級の方も対象に加えるという形で、段階的に拡充してまい

りました。 

このたびのご要望の、助成制度の更なる拡充・見直しにつきましては、他の重度障害者助成制度と

の公平性からも検討が必要でありますので、現在のところは困難であると考えております。 

今後も障害者福祉をめぐる国や県の動向を注視しつつ、障害福祉施策の推進を図ってまいりますの

で、ご理解賜りますようよろしくお願いします。 

 

４．生活保護制度を充実させ、人間らしく生きるために 

１）保護係ケースワーカーに対する研修制度を充実させてください。 

  ・現在の研修制度について示してください。 

【回 答】（社会福祉課） 

保護係ケースワーカーに対する研修については、厚生労働省が全国研修会を年に一回実施されてお

り、奈良県においても制度改正等に応じ適時、研修会を実施されております。 
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また全国社協においては、社会福祉主事認定通信課程が実施されており、新任のケースワーカーが受

講し社会福祉主事資格を取得しております。 

国・県等において行われるこれらの研修に参加するとともに、保護係の体制においてはベテランと

新人のケースワーカーでペアを組み、日々のケースワークと係内におけるミーティングを通じて研修

を行っております。 

 

  ・厚労省からの生活保護制度に係る通知類についての扱いを示してください。 

【回 答】（社会福祉課） 

厚生労働省からの生活保護制度に係る通知に則り、遺漏のない業務を実施するように努めておりま

す。 

 

２）保護係ケースワーカーを増員してください。 

【回 答】（社会福祉課） 

現在の保護世帯数に対するケースワーカーの配置基準は１０人です。平成３０年度にケースワーカ

ー数８人から９人に増員いたしましたが、引続き配置基準の充足に努めてまいります。 

 

 ・２０１８年９月現在の生活保護受給者数をお知らせください。 

【回 答】（社会福祉課） 

生活保護受給者数 １，０８５人  生活保護世帯数 ８４３世帯 です。 

 

 ・現在の稼動できるケースワーカーの常勤者数、非常勤者数、常勤換算した場合の総人数をお知らせくださ  

  い。 

【回 答】（社会福祉課） 

稼動できるケースワーカーの常勤者数は９人で、別に常勤の就労支援員を１人配置しております。

非常勤職員はおりません。 

 

 ・現在稼動中のケースワーカー内、社会福祉主事任用資格保持者数、社会福祉士の数、その他専門資格保持 

  者数をお知らせください。 

【回 答】（社会福祉課） 

現在稼働中のケースワーカー９人の内、社会福祉主事任用資格保持者は８人です。 
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残り１名は、現在、全国社協の社会福祉主事認定通信課程を受講し、資格取得に取り組んでいるとこ

ろです。 

社会福祉士、その他の専門資格保持者はおりません。 

 

 ・保護係管理職の人数と社会福祉主事任用資格保持者数、社会福祉士の数、その他専門資格保持者数をお知 

  らせください。 

【回 答】（社会福祉課） 

保護係管理職は、査察指導員が１人で、社会福祉主事任用資格保持者です。 

社会福祉士、その他の専門資格は保持しておりません。 

 

３）保護基準の引き下げを行なわないよう、国に申し入れてください。 

【回 答】（社会福祉課） 

生活保護制度の運用については、国の取り扱い基準を遵守し、実施しているところであり、最低生

活が維持できるよう要望してまいります。 

 

４）生活保護申請について 

 ・保護のしおり及び申請用紙は常時、窓口においてください。 

【回 答】（社会福祉課） 

保護のしおり及び申請用紙は現状では常時、窓口にはおいておらず、保護の相談を受けた時に保護

のしおりを見てもらいながら説明をし、申請意思を確認した場合に申請用紙をお渡ししております。 

窓口においていないのは、保護の制度をしっかり理解していただくため、職員より手渡しさせてい

ただいているからです。ご理解の程お願いいたします。 

 

 ・保護のしおりを充実改善し、受給者の義務の説明だけではなく、受給者が活用できる制度について、充分 

   な説明をしてください。 

【回 答】（社会福祉課） 

保護のしおりでは受給者の義務と活用できる制度について記載しておりますが、充実改善に関して

も取り組みを進めていきます。 

 ・保護申請中の医療機関受診については「検診指示書」で対応してください。 

【回 答】（社会福祉課） 
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保護申請中の医療機関受診の際は、保険証の代わりに「受理印を押した申請書のコピー」をお渡し

して受診していただいております。 

 

５）熱中症対策、寒さ対策について 

 ・クーラーの必要なすべての人に保護費で設置できるよう、国に申し入れてください。国による設置が実現 

  するまでは市単独で補助、支給を行なってください。 

【回 答】（社会福祉課） 

生活保護制度の運用については、国の取り扱い基準を遵守し、実施しているところです。 

クーラーの設置については平成３０年６月２７日の社会・援護局保護課長通知により一定の場合につ

いて認められたところですが、すべての人への保護費での設置を国に申し入れることは今のところ困

難です。また、市独自の制度化は非常に困難です。 

現状においては国の制度でカバーできない、クーラーを設置する費用については、社会福祉協議会

の生活福祉資金の貸付を案内しております。 

 

 ・夏季一時金の給付について国に申し入れてください。国の受給が実現するまでは市単独で補助、支給を行 

  なってください。 

【回 答】（社会福祉課） 

生活保護制度の運用については、国の取り扱い基準を遵守し、実施しているところであり、夏季一

時金の給付について国に申し入れることは困難です。また、市独自の制度化も非常に困難です。 

 

 ・冬季暖房費の増額を国に申し入れてください。国の増額給付が実現するまでは市単独で補助、支給を行な 

  ってください。 

【回 答】（社会福祉課） 

１１月から３月までの冬季加算につきましても国の取り扱い基準を遵守し、実施しているところで

あり、増額を国に申し入れることは困難です。また、市独自の制度化は非常に困難です。 

 

 ・冬季加算の特別基準については遺漏のないよう引き続き実施してください。 

 

 

【回 答】（社会福祉課） 

冬季加算の特別基準については遺漏のないよう引き続き実施いたします。 
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 ・クーラーの修理費用を助成してください。 

【回 答】（社会福祉課） 

クーラーの修理費用については、制度の助成対象ではありませんので助成できません。他の電化製

品等の修理と同じく、受給されている生活保護費の中から、まかなっていただいております。 

 

６）通院のための交通費は原則支給すべきであることを徹底してください。 

【回 答】（社会福祉課） 

生活保護の実施に当たっては、適正かつ丁寧な対応を心がけており、今後も徹底してまいります。

また、制度や支給可能な項目の説明についても受給者に丁寧にわかりやすく説明してまいります。通

院のための交通費については、一定の要件を満たせば支給可能です。周知徹底については、生活保護

のしおり等によりこれからも続けてまいります。 

 

 ７）各個人のケース記録については通し番号（ページ）を記載してください。 

【回 答】（社会福祉課） 

ケース記録には、記録した年月日を記載しています。 

通し番号を記載しなくても時系列が分かりますので、記載する予定はありません。 

 

 ８）生活交通費を支給してください。 

【回 答】（社会福祉課） 

生活交通費に支援の必要な低所得者に対しては、生活保護等の支援制度があり、その扶助において、

日常生活にかかる費用も含めた額が支給されているものと考えます。これら既存の制度を運用するこ

とにより、必要とされる支援を行うことができるものと考えております。 

 

 ９）生活保護費用は、人件費、事務費を含めて全額を国の負担で実施するよう、国に申し入れてください。 

【回 答】（社会福祉課） 

毎年要望しておりますが、負担割合を全額国庫負担とするよう、今後も要望してまいります。職員

の人件費、事務費等も含めて要望してまいります。 

 

５．介護保険制度の充実のために 
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１）「介護予防・日常生活支援総合事業」の実施にあたっては、Ａ型やＢ型などの「無資格者による安上がりな」サ

ービスは実施せず現行相当型サービスを継続してください。また、第７期介護保険事業計画に於いて、ヘルパー

の生活援助や福祉用具サービスの全額自己負担化、利用料２割から３割負担の対照者の拡大、要介護１．２の通

所介護の総合事業への移行、ケアプランの有料化をしないよう国に働きかけてください。 

【回 答】（高齢福祉課） 

桜井市の介護予防・日常生活支援総合事業は、A 型の事業のみを設定していますが、桜井市の A 型

は、複数のサービスに分かれています。その中で、従来の予防給付と同基準のサービスを設定してお

り、実質的に現行相当型サービスは継続しています。また、そのサービスに加えて、従来の基準を緩

和したサービスを設定しています。専門職によるサービスの質は低下させることなく、ケアマネジャ

ーによるアセスメントを適切に行い、地域の実情に応じ効果的・効率的な取組みができるよう総合事

業を行っていきます。 

なお、介護保険事業計画は、全国的にある程度の均衡を図っていく必要があることから、厚生労働

大臣が定める介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針に即して策定

され、桜井市が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画であり、国への働きかけ

や介護保険制度自体に対する改正案等を示すものではありません。ただし、介護保険事業を実施する

中で、寄せられる意見や要望等については、その内容を集約・精査し、随時、必要に応じて、国への

働きかけを行っていきます。 

 

２）軽度者へ健康教室やサロンなどに参加を促しているが、会場へ行く足がなく参加できない状況が生じている。

送迎支援について市独自の補助や対策をおこなってください。 

【回 答】（高齢福祉課） 

総合事業の多様なサービスの中で、実施主体に補助を行う形で実施する訪問型サービス D 型（移動

支援）が位置付けられています。軽度者への健康教室やサロン等の住民主体の地域活動の場（通所型

サービス B 型）と一体的に行われる移動支援であるため、住民主体の地域活動への支援と併せて移動

支援について検討していきたいと考えています。 

 

３）介護保険による各種サービス利用に於ける利用者一部負担金に市としての補助制度を作って下さい。特に低所

得者のホテルコストについて具体的な補助を実施してください。 
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【回 答】（高齢福祉課） 

介護保険法では、自己負担が一定額を超えたときは、申請をすることにより、その超えた分が払い

戻され、負担が軽減される仕組みになっています（高額介護サービス費）。さらにホテルコスト（食費、

居住費）についても、低所得者の方の利用者負担は、申請することにより、所得に応じた負担限度額

が設定され、負担の軽減が図れる制度になっております。よって利用者の一部負担金として市が補助

を行うことは考えておりません。 

なお、利用者やその属する世帯の生計を維持する者が、罹災、死亡等の事情で、生計を維持するこ

とが著しく困難になったと認めるときは、介護保険利用者負担額の減額特例を実施しています。 

 

４）要介護で施設入所を希望している人の人数を把握し、待機者ゼロへの計画を立て、行き場のない高齢者をなく

すために、施設入居待機者の詳細な実態調査をおこない、必要数に基づいて計画的に施設・居住系サービスの

整備を進めてください。特養ホームの入所は要介護３以上の基準を機械的に実施せず、要介護者の身体的・社

会的必要性に応じて判断してください。一人暮らしの認知症に対する対策を確立してください。 

【回 答】（高齢福祉課） 

施設整備については、３年毎に介護保険事業計画を立てその計画に基づき整備実施しております。

第７期介護保険事業計画（平成３０年度～平成３２年度の３か年）では、介護離職者・特養待機者解

消は重要な課題と位置づけ、対策として、平成３０年８月に地域密着型特別養護老人ホーム・認知症

対応型共同生活介護の施設を整備しました。また、当該計画期間中に、認知症対応型共同生活介護、

看護小規模多機能型居宅介護の併設施設 1 か所、小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪

問介護看護の併設施設を１か所、合わせて２施設の施設整備を行います。 

要介護３未満の認定者についても、その個別の必要性に応じて、入所を検討する仕組みが設けられ

ており、特別養護老人ホームからの特例入所にかかる意見照会に対して、重度の認知症、知的障害、

精神障害、独居で地域や介護サービスの供給が不十分、養護者による虐待を受けている事例等、居宅

において日常生活を営むことが困難であると認められる場合は、特例入所の要件に該当する意見を回

答しています。 

一人暮らしの認知症者に対する対策では、先に述べましたが介護保険事業計画に則り、24 時間対応

の地域密着型サービスの整備を進めております。また、平成 30年４月から認知症等により徘徊の恐れ



13 

 

のある高齢者のための見守りシール（QR コードシール）交付事業を開始しました。介護保険既存のサ

ービスでは、福祉用具貸与として GPS機能付きの用具が利用できるようになっております。 

 今後も一人暮らし認知症者対策の確立に向けて検討を重ねて参りたいと考えております。 

 

５）介護保険料を下げるため、国庫負担を大幅増額するように国に要望して下さい。また、介護保険会計への一般

会計からの繰り入れを行い保険料を引き下げてください。また、住民税非課税、介護保険料普通徴収の高齢者、 

無年金者の保険料を大幅に軽減するための減免制度を拡充してください。 

【回 答】（高齢福祉課） 

介護保険料は、介護給付費が増大するにつれて、増額になるしくみとなっています。 

介護保険の運営は、公費負担が50％（うち、市の一般財源は 12.5%）、現役世代が27％、高齢者が 23％

を負担するよう定められています。介護のリスクにそなえ、みんなで支え合う助け合いの精神に基づ

く社会の仕組みです。介護のリスクの高い高齢者自身も、助け合いの輪に加わっており、市の一般会

計を繰り入れ、高齢者の介護保険料を軽減することは、定められた負担割合を超えて、他に転嫁する

ことになり、助け合いの精神を否定することにもなりかねません。原則、定められた枠組みの中で、

被保険者の負担能力に応じた保険料額となるよう対応すべきと考えられ、一般会計からの繰り入れに

ついては慎重に検討すべきと考えています。また、今後の介護保険をめぐる情勢の変化等に応じて、

現在の負担の割合での事業運営に支障をきたすと判断するときは、国庫負担を含めたそれぞれの負担

について、見直しの要望はしていきたいと考えています。 

なお、第１号被保険者の介護保険料は、原則として所得状況等に応じて、保険料の段階設定を行っ

ているため、住民税非課税等の低所得者に対しては、基準額の 50％から 90%になるよう軽減を行って

います。また、利用者負担額軽減特例と同様、利用者やその属する世帯の生計を維持する者が、罹災、

死亡等の事情で、生計を維持することが著しく困難になったと認めるときは、介護保険料の減免を実

施しています。 

 

６）介護職員が足りない状況にあります。市独自で給料補助や育成に関する研修等、介護職員確保の対策を考えて

ください。 

【回 答】（高齢福祉課） 

介護ニーズの増大や労働環境に対する不安や不満等の現状により、介護業務に係る労働力供給の確
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保、雇用管理の改善、若年層の介護の仕事への理解など、国全体が課題として取り組みを開始してい

ます。現時点で、市独自での給料補助は困難と考えますが、育成や研修等については、県や関係機関

と連携しながら、必要数の確保や質の向上に努めたいと考えております。 

桜井市においても、今後、中重度者からのサービス需要の増加が見込まれ、有資格者の人員不足の

対策をしなければなりません。介護事業者の人員配置等に対する基準を緩和することにより、新たな

雇用も生まれ、資格の有無に関わらず、家事援助等の必ずしも専門職の支援が必要でない軽度者の生

活援助を担う等、柔軟なサービス提供を可能にし、人員不足のリスクに備えていきたいと考えていま

す。 

 

 ７）緊急通報装置などケアマネが関って申請したものは、撤去する際ケアマネにも撤去した旨、連絡をしてくださ 

   い。 

【回 答】（高齢福祉課） 

転出や死亡を確認した場合は貸与契約が無効となるため、家族への立会い協力の基、撤去工事を行

ないます。そのため、ケアマネジャーの関りの有無は考慮せず、家族の代表者と連絡を行ないます。

結果、ケアマネジャーへの連絡はありません。 

本人から撤去を希望された場合について、これまでは申請時に確認させていただく本人の生活状態

から、必要に応じて家族やケアマネジャーに撤去が適当かどうかを確認しておりました。その際、見

守り事業としての観点から家族の意思をより優先して確認していたため、ケアマネジャーに連絡がな

い例もございました。今後は上記の場合において、ケアマネジャーに対し利用者の状況を報告するこ

とも必要であると考え、連絡をとるよう改めます。 

 

 ８）事業所連絡会では桜井市から口頭説明が多いが、連絡事項が正しく伝わるためにも説明文書も発行してくださ 

   い。 

【回 答】（高齢福祉課） 

 事業所連絡会では、桜井市の総合事業や、市独自の取り扱いを要する事項、その他重要な事項につ

きましては、資料配布と併せて口頭での説明をさせていただいております。介護保険制度改正等の補

足説明や、留意事項についてご案内させていただく際には、すでに厚生労働省等から各種通知や案内

等が発出されているものにつきまして、一部口頭説明とさせていただくことがあります。 
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 頂戴しました意見を真摯に受け止め、連絡事項が正しく伝わりますように、より効果的な説明文書

等の活用を検討してまいります。 

 

 ６．国民健康保険の充実と健康増進に向けて 

１）４月から国民健康保険県単位化が始まりましたが、保険税（料）の軽減など市民が安心して医療を受けられる

制度にするため、市として一般会計からの繰り入れや財政調整基金の活用、国に対しては国庫補助金の増額、

県に対しては独自の繰入をおこなうよう働きかけてください。 

【回 答】（保険医療課） 

保険税の軽減を図るための一般会計からの法定外繰り入れは、当市では行っておりません。 

県単位化による保険料水準の統一化のために、法定外繰り入れは解消・削減の取り組みが推進されて

います。 

 また、４月には税率改正を行い、平成３２年度まで税率改正は行わず据え置くことを考えています。

その中で、県単位化により新しく始まった、保険税を原資として県に支払う事業費納付金の制度があ

ります。その納付金額が、当初の想定よりも増加した場合には、保険税を据え置く中で保険税だけで

は支弁できない事態が発生します。 

その場合においては、財政調整基金を活用することで、結果として被保険者の負担を抑制すること

になるよう考えております。 

国・県に対する要望は引き続き行っていきます。 

 

２）国保税の差し押さえについては機械的におこなわず、税滞納世帯の経済状況を丁寧に聞き取り、また、保険税

の滞納を理由とする保険証の取り上げや、短期証、資格証の発行についても一方的に行わずきめ細かく相談に

応じてください。 

【回 答】（保険医療課） 

国保税につきましては、財源の確保及び公平性の観点から、徴収の強化に取り組んでおります。ま

た、滞納世帯に対する短期被保険者証、資格者証明書の発行についても、納税相談等による十分な聞

き取りをさせていただく中で発行しております。 

 

３）特定健診について、市民に広く内容を知らせるとともに、受診項目をさらに広げるなど受診率の向上に努めて
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下さい。また国保受診者からの一部負担金の徴収をおこなわないでください。 

【回 答】（けんこう増進課） 

特定検診の受診率向上を目指した取り組みといたしましては、広報誌による告知をはじめ、継続し

て受診券を活用した受診勧奨を行っています。５月中旬に対象者に個別に送付しているもので、ご自

身が今年度、受診できる検診が一目で分かるもので、折りたたんで財布に入るサイズとなっています。

受診券送付の際、特定健診受診対象者には、勧奨チラシも同封しております。また、受診券を医療機

関にお持ちいただければ、検診の案内をしていただくよう、医療機関にもお願いをしております。 

一部負担金の無料化につきましては、現在の財政状況のもとでは実施困難と考えております。 

 

４）インフルエンザ予防接種に対する公的補助を全年令に拡大するとともに、障がい者、ひとり親家庭への補助を

拡大し、低所得者、生活保護世帯等に対する補助を受ける手続きを簡素化してください。また、６５歳以上の人

の自己負担金を減額してください。 

【回 答】（けんこう増進課） 

 インフルエンザ予防接種の公費負担については、国の定めに則り、６５歳以上の人を対象に 

実施しています。なお、障害者手帳をお持ちの方につきましては、６０歳から６４歳でも接種 

可能な方もありますので、事前に問い合わせください。（障害の種類による。） 

 生活保護受給者につきましては、病院窓口で「生活保護受給者証」を提示していただければ 

無料で接種していただけるよう、医療機関と連携し手続きの簡素化に努めてまいったところです。 

しかしながら、低所得世帯（非課税世帯）に該当される方については、課税状況の確認が必要な 

ことから、けんこう増進課において事前の手続きが必要となりますので、お手数をおかけします 

が、従来のお手続きをお願いいたします。 

 来所が困難な場合は、家族や代理人でも手続きは可能です。 

なお、６５歳以上の自己負担金については、現行どおり１,５００円の負担をお願いします。 

５）夜間診療にてインフルエンザ予防接種をされる低所得世帯の方の確認作業に関して、接種翌日を可能にするか、

日中同様確認が取れる体制をつくってください。 

【回 答】（けんこう増進課） 

接種後に確認作業を行うことにより、自己負担金が発生した場合、窓口での手続きが却って煩雑 
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になることも考えられます。また、夜間に日中同様の確認作業ができる体制を整えるのは、現状で 

は困難な状況です。 

ご不便をおかけするかと思いますが、現行どおり接種前の確認とさせていただきますこと、ご理 

解いただきますようお願いいたします。 

 

６）肺炎球菌ワクチンの接種について、平成３１年度より６５歳のみの対象となってしまいますが、万が一接種が

出来なかった場合の救済処置として接種権利の再申請制度を設けてください。 

【回 答】（けんこう増進課）   

高齢者肺炎球菌ワクチンの公費負担の対象年齢については、これまで国が定めた対象年齢が６５ 

歳から１００歳までの５歳きざみの節目となっていました。平成３１年度より、公費負担の対象 

が６５歳のみとなりますが、国では救済措置につきまして検討がされているようです。 

今後は、国の動向などを注視ししながら、慎重に検討してまいりたいと考えています。 

 

 

Ⅲ 地域経済と地元中小業者の営業と暮らしを守る課題について 

 

１．中小業者の経営危機は深刻さを増すばかりです。この機会に全市民を対象にした生活実態調査を行い、自営業

者をはじめ農民・労働者・高齢者など市民各層の生活実態と諸要求を掌握し、市民一人一人が大切にされる具

体的政策を講じて下さい。また、地域の活性化に向けた取り組みを進めてください。 

【回 答】（商工振興課） 

 中小企業の支援対策として、中小企業融資に併せ、事業開始前から設備投資等への融資を可能とす

るため平成 28年度より創業者向け融資の創設を行い、利子の一部補給及び債務保証料の補給を実施す

ると共に、木材産業への支援対策として、融資に対する利子の引き下げを継続して行っています。 

地域の活性化に向けた取り組みとしては、市内商店街で実施されるイベント等に対し、平成 25年度

より商店街活性化事業補助金を創設し補助を行っています。 

また、木材産業の振興策としましては、平成 25年度より市内製材木等利用促進奨励金を創設し、市

内で製材された木材や奈良県産材を使用して住宅を新築または増築、リフォームを実施した場合に奨

励金（市内共通商品券での交付）を交付しています。 

そして、昨年の 9 月に大幅なリニューアルを行いました「卑弥呼の里・桜井ふるさと寄付金」にお

きましても、桜井市商工会と連携の下、市内の魅力ある特産品（４５０品目以上）を返礼品として揃

えたことにより、全国からの寄付金が、リニューアル前は約７００万円でありましたが、リニューア

ル後一年間での寄付額につきましては、1億円を突破しております。 
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又、寄付件数につきましては、4179 件にものぼり、希望された市内の特産品等の多くが全国に配送

されております。 

このように市内の事業者の方々に、ふるさと納税の返礼品として自社の自慢の商品を登録していた

だくことにより、市内事業者の販売額の向上につながり、ひいては地域経済の活性化にも繋がるもの

と考えております。 

お尋ねの全市民を対象とした生活実態調査は実施しておりません。 

 

２．この間、国保税や固定資産税、住民税の滞納に対して「運転資金の差し押さえ」が起こっています。長引く不

況で、今までに経験したことのないような経営難に陥っている中小業者の死活問題になる運転資金の差し押さ

えはやめてください。 

納税困難ケースについては、預金の差し押さえ後も運転資金などが含まれている場合もあるので、納税者と十

分話し合いをして、差し押さえ解除・分割・延納も含めて相談に応じてください。市民の目線に立った心の通

った対応をお願いします。 

【回 答】（税務課・保険医療課） 

 市税・国民健康保険税については、貴重な自主財源の確保及び公正・公平の観点から徴収の強化に

取り組んでいるところです。 

 納税困難ケースについては、納税者の生活状況等を十分聞かせていただき、分納等を含む納税相談

を随時行っておりますが、納期限後、文書による催告等を発送した後も納税が無く、また何ら連絡も

相談もない滞納者に対しては、法に基づき滞納処分を行うこととなります。 

 「差押」は「最終手段」と捉えていますので、それまでに、必ず、納税相談に来ていただきますよ

うお願いします。 

 

３．「住宅相談窓口」を設けて、住まいづくりアドバイザーが住宅の耐震化など技術的な相談に応じるとともに、

「既存木造住宅耐震改修事業補助制度」の実施枠を広げてください。「住宅リフォーム助成制度」を市でも早期

に実現してください。 

 

 

【回 答】（営繕課） 

住宅相談窓口」につきましては、６月から偶数月の第３木曜日に事前予約制で実施し、住まいづく

りアドバイザーにより相談に応じております。 

「既存木造住宅耐震改修補助制度」につきましては、今年度も３件の受付を行なっておりますが、

相談件数が５件有ったものの、申込はございませんでした。今後、申込件数が多くなった場合は、実
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施枠の拡大も慎重に検討して参ります。また、「住宅リフォーム助成制度」につきましては、自宅を新

築・改築及びリフォームを実施する際に、奈良県産材や市内で製材された木材を一定量使用し、所定

の基準を満たす物件に対して交付しておりますが、地元業者による住宅改修に対する助成制度は現在

ございません。今後は地域活性化を考慮し、慎重に検討してまいります。 

 

Ⅳ 子育て支援について 

１． 保育所および避難所の耐震化を含む改修を早急におこなってください。また、避難所になる小学校等は耐震

化されているが、ハザードマップなどの徹底や市民に避難経路、避難訓練などをおこなってください。また、

避難用備蓄庫の点検も毎年おこなってください。 

【回 答】（危機管理課） 

公共施設の耐震化は、公共施設再配備方針をもと統廃合も視野に入れて進められていることから、

避難所に指定している公共施設についても同様の考え方でございます。 

避難経路につきましては、災害の種類や規模によって避難経路が特定できないことから、自主防災会

の避難訓練等での複数の避難経路の確認などを呼びかけていきたいと考えております。指定避難所の

所在につきましては、ホームページへの掲載、ハザードマップ等の記載及び平成２８年４月に暮らし

の便利帳を配布し周知しているところです。 

避難訓練の実施につきましては、住民参加型の訓練として、地域内の自主防災会や自治会等との連

携により、発災時の消火活動や避難所までの集団避難等の訓練を実施しております。今後、災害種別

ごとの避難訓練や、住民による避難所開設・運営の訓練に取り組んでいきたいと考えております。 

また、拠点となる避難所として小中学校等に防災倉庫を設置しており、その点検については、避難

所担当職員により年４回実施しております。 

 

 

【回 答】（児童福祉課） 

保育所の耐震化につきましては、平成２６年度に第１保育所の耐震補強工事を行いました。他の耐

震化のできていない保育所につきましては、桜井市公共施設再配備方針をもとに、各施設の状況や児

童数の推移を考察しながら、統廃合も視野に入れて進めてまいりたいと考えております。 
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なお、緊急を要する改修箇所につきましては、随時点検を行い、子どもの安全に努めてまいります。 

 

 

２．市内保育所を民間委託することはおこなわないでください。すでに民営化された、第４保育所（桜井学園）に

ついても公立保育水準や環境の質など低下させないでください。認定子ども園のような新システム導入はしな

いでください。 

【回 答】（児童福祉課） 

公立保育所の民営化、認定こども園化については、子ども・子育て支援事業計画の具体化や桜井市

公共施設再配置方針をもとに検討してまいります。民営化した保育所では、法人の運営方針に基づき

運営を行っていただいております。 

 

３．安倍幼稚園、桜井西幼稚園の３年保育を速やかに実施してください。 

【回 答】（学校教育課） 

幼稚園における３年保育については、幼児・保護者のつながり、集団生活への慣れ、社会性の獲得

等、それぞれの必要性を十分理解しております。しかしながら、幼稚園ではその募集において園区を

設けておりません。その中で、待機児童がいないこと、今後、園児数が減少する等の状況より、現体

制で３歳児保育を実施して参りたいと考えております。今後、地域や保護者のニーズなどの変化に対

応した桜井市にあった幼稚園のあり方を検討して参りたいと考えています。 

 

４．今年は、異常気象で幼小中学校普通教室内温度が上昇し、熱中症対策や集中して勉強に取り組める環境整備が 

   不可欠となりました。幼小中学校の普通教室や避難所となっている体育館にエアコンを早急に設置してくださ 

   い。また、エアコンの設置は地元業者を優先してください。 

 

 

【回 答】（教委総務課） 

現在、平成 31年の夏までに全小中学校の普通教室に対しエアコンを設置するために取り組んでいま

す。この事業の受託事業者の選考方法としてはプロポーザルによる審査となります。審査基準の中に、

「地域活性化の貢献」「実施体制」を設けており市内事業者は加点の対象となります。 

避難所としての体育館の本市の考え方としましては、大災害など避難生活が長期にわたる場合、、常設
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で設置するのではなく、冷暖房機器のレンタル事業者に協力依頼をし、必要なときにレンタルを活用

するなどを検討しています。 

 

５．17 歳以下の子ども貧困率は、16.3％と過去最悪で大きな社会問題となり、また生活保護費以下の収入で暮らす

子育て世帯が過去 20 年で倍増し、全国的に深刻化しています。このような状況のなか、就学支援を希望する世

帯が増えています。入学準備金の支給は入学前の早い時期に支給となりましたが、就学支援の認定基準を引き

上げて、就学援助金の支給は年度はじめの早い時期にしてください。 

【回 答】（学校教育課） 

入学準備金の支給時期につきましては、県内他郡市等の実施状況及び実施方法等の調査を行い、認

定手続き等の検討・研究を進め、平成３１年度入学児童生徒より入学前の実施となりました。 

援助対象者の認定については、桜井就学援助費支給要綱第２条第２項より、前年中所得が生活保護法

第８条の規定により厚生労働大臣が定める基準を基に、教育委員会が定める基準額を下回る者と定め

られております。この基準をもとに公正に審査しているところです。認定基準につきましては、他郡

市の状況及び本市の支給状況等の研究を行い、検討を進めてまいります。 

 

６．公立小学校や中学校の給食費の保護者負担を軽減する自治体が増えています。勤労者の実質賃金が下がるなか

家計には給食費が大きな負担となっています。多子世帯への補助などできることを検討してください。 

【回 答】（学校給食センター） 

学校給食費については、学校給食法第１１条２項において、学校給食を受ける児童又は生徒の保護

者の負担となっておりまして、全国のほとんどの自治体はこれに基づいて学校給食費を保護者に負担

して頂いております。本市の場合、今年度の学校給食賄材料費の予算は２億２千７１１万８千円であ

り、学校給食費として保護者の皆様から頂いております。なお、このほかの給食を作るために必要な

施設にかかる費用、光熱水費、人件費等の諸費用は市が負担しています。 

さて、学校給食費の一部補助をしているのは、全国で５０６市町村あり、このうち大半が子育て 

支援・少子化対策や過疎化対策等としての取り組みの性格が強く、児童・生徒の数が少ないため費用

も大きくかからず、実施可能だったとみられます。本市においても、まち・ひと・しごと創生総合戦

略の中で、子育て世代に選ばれるまちづくりや定住促進対策については、重要な課題として位置づけ

しており、これらの課題に対して様々な施策を講じて取り組みを進めているところであります。給食
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費の保護者負担の軽減につきましてもこれらの課題に対して一つの施策として有効性はあるかと考え

ますが、本市の場合これを行うためには児童・生徒の人数からみましても現在の市にとって大きな負

担となりますことから、創生総合戦略には、施策として取り入れておりませんので、ご理解の程よろ

しくお願いいたします。 

今回ご提案の多子世帯への給食費の補助につきましては、現在、実施している市町村の状況や 

今後の動向等をみながら必要性・可能性等を調査・研究してまいりたいと考えております。 

 

７．いじめのない小中学校にしていくために、①学校が保護者の力も借りて共同の力で解決していくために、情報

を共有できるようにしてください。②市内小中学校のスクールカウンセラーを増やしてして下さい。 

【回 答】（学校教育課） 

①いじめのない学校にしていくために、学校・家庭・地域・関係機関との連携が大切であり、中で

も保護者との共通理解や協力は特に必要であると考えております。日頃より子どもたちの様子につい

ての家庭連絡を大切にするとともに、学校だより・学年や学級通信・ホームページなどを使い、積極

的に情報を発信しております。また、授業参観やオープンスクール、懇談会など、直接学校に来てい

ただく機会を設けています。また、地域や保護者との連携を深めるため、市内全小中学校において、

奈良県学校地域パードナーシップ事業を行っています。今後も地域に開かれた学校づくりに取り組ん

でまいりたいと考えています。 

②スクールカウンセラーについては、県のスクールカウンセラーを市内すべての中学校に配置して

いただき、市のスクールカウンセラーとともに相談活動を行っていただいております。スクールカウ

ンセラーを中学校区に配置することで、中学校の生徒、保護者だけでなく、小学校の児童、保護者に

も対応できるよう取り組んでおります。いじめ、不登校、虐待、問題行動等で精神的な苦痛を感じて

いる子どもたち、保護者の負担を少しでも軽減し、解決するカウンセラーの必要性はさらに増加して

いると考えています。今後も充実した取組ができるよう県へも要望してまいりたいと考えております。 

 

８．市立図書館の閉館時間は、現在、午後５時ですが市内中心部から離れているため平日は通勤、通学の利便性を

考慮して午後７時まで延長してください。また、読書会サークルなどが利用しやすいように無料で会議室を使

用できるようにしてください。 

【回 答】（社会教育課） 
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図書館の開館時間については、要望を受け平成 21年度より 30分拡大し、午前９時～午後５時まで

となっています。また、平成 25年度から指定管理者の企業努力により、期間を定めて午後７時と午後

８時までの夜間開館を試行、その結果を踏まえ、今後については研修室や地域におけるイベントの開

館時等に合わせながら、効果的・弾力的に開館時間の延長を協議してまいりたいと考えております。 

また、研修室の利用につきましては、特定の団体を優先することなく、受益者負担をお願いしてお

ります。 

 

９．市内で安心・安全に遊べるよう公園整備や遊具の点検と設置、親子で集える大型公園などの新設をして下さい。 

【回 答】（都市計画課） 

鳥見山緑地公園につきましては、平成 2９年度に実施設計を行い、平成 30 年度以降、工事に着手を

致します。 

平成 30年度につきましては、公園西側に設置を予定しております散策路を保護する為の法面補強工

事を実施する予定をしております。今後、平成31年、32年度に予定しています新庁舎の建設もふまえ

ながら、整備を進めていきたいと考えております。 

  桜井中央児童公園（シャルトル公園）につきましては、平成 29年度において、中和幹線粟殿近隣周

辺地区のまちづくりの基本計画という位置付けで、公園の基本計画を作成し、平成 30年度には実施設

計を行います。 

 平成 31年度以降、トイレの改修や広場の芝生化、遊具の設置等、再整備を進めていきたいと考えて

おります。 

また、市が管理している都市公園につきましては、遊具関係は専門業者による安全点検と職員によ

る定期パトロールを実施し、修理が可能な遊具等につきましては修繕を行うことにより、長寿命化を

図っており、危険と思われるものは使用停止又は撤去をして、老朽化が起因となる事故の防止に努め

ております。 

 

Ⅴ 高齢者支援について 

１． 桜井市では高齢化率が 25％をこえています。そういうなかで総合福祉センター「竜吟荘」の果たす役割は大

きいものがあります。平成 26 年度から浴場施設が利用者負担で再開され、センター行きのコミュニティバスの

料金が往復２００円で利用できるようになりましたが、あまり施設の利用者が増えていません。コミバスの利
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用者がほとんどいないからです。廃止をされた巡回バスの再運行やデマンドタクシーの運行をおこなってくだ

さい。 

【回 答】（行政経営課） 

公共交通は、日常生活における通院、通学や買い物等の生活路線として整備をいたしております。 

運行にあたっては、鉄道駅や既存のバス停からの距離を勘案し、運行実績を踏まえてそれぞれの地域

特性に応じた交通手段の整備を行っているところです。 

ご指摘のとおり、今後、高齢化が進むことが予想される中、公共交通が担う役割は大きくなるもの

と考えております。持続可能な公共交通とするため、絶えず運行状況について点検し、高齢者の皆さ

んが使いやすい運行に努めてまいります。 

市南部地域につきましては、現在、コミュニティバス多武峯線を運行しておりますが、この路線で

は、通院や通学、買い物等以外に談山神社や聖林寺、音羽観音等の名所旧跡が沿線上にあり多数の乗

降客を運ぶ必要がございますことから、現行の路線バスの形態が適しているものと考えております。 

しかしながら、巡回バスの廃止に伴い、総合福祉センターの利用も減少したことも事実であります。 

今後も、乗降状況や竜吟荘の利用状況を見ながら、ご利用していただきやすい便の設定について検

討し、利用促進に努めてまいります。 

 

 

２． 桜井市でも一人暮らしの高齢者が多く、中山間地域では過疎化が進み、市の中心部においてもスーパーが撤

退するという状況があります。高齢者をはじめとする買い物弱者といわれる人たちが、どのような要求をもっ

ているのかアンケート調査をおこなってください。 

【回 答】（高齢福祉課） 

桜井市では、「桜井市老人保健福祉計画及び第7期介護保険事業計画」を策定するに当たって、65歳

以上の市民の方 2000人を対象にニーズ調査を実施しております。 

当該調査は、高齢者保健福祉について様々な項目に回答いただき、寄せられた意見や要望等について

日常生活圏域ごとに分析し、地域特性等を踏まえながら計画策定に活用しております。 

また、当該調査に寄せられた意見や要望等については、計画策定にとどまらず総合事業のサービス

事業や一般介護予防事業等の検討に活用しております。 

 

Ⅵ 桜井市の纒向遺跡等の観光地について 
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１．纒向遺跡の発掘調査はわずか２％です。「纒向遺跡・纒向古墳群の保存・活用計画書」にもとづき、遺跡の全

容解明と整備を急いでください。遺跡を市の活性化につなげていくためにも保存と管理については、纒向遺跡

及び纒向古墳群全域を対象にして全面保存と国の史跡指定を受けてください。 

【回 答】（文化財課） 

纒向遺跡につきましては、他に例がないほど遺跡の範囲が非常に大きいことに加え、区域内にいく

つもの集落が点在していることなどから、短期間に全域を指定するということは、非常に困難な状況

にあります。 

そのため、史跡指定については古墳や集落中枢部などの重要地点で、範囲確認調査の完了した部分

から順次史跡指定するように国から指導を受けており、平成 25年度には、大型建物が出土した辻トリ

イノ前地区の一部及び旧纒向小学校跡地を、平成 28年度には箸墓古墳周濠が史跡指定となったところ

であります。 

今年度も史跡纒向遺跡の辻地区に隣接した民有地を追加指定すべく意見具申をおこなっているとこ

ろであり、今後も平成 27年度に策定をいたしました「史跡 纒向遺跡・史跡 纒向古墳群－保存・活用

計画書－」に基づき、追加指定などの保存事業や実態解明のための確認調査、活用事業などの進め方

についても国や県、各委員会(纒向遺跡調査委員会・纒向遺跡保存管理・整備活用計画策定委員会)な

どの御指導を頂きながら作業を進めていきたいと考えております。 

 

３． 纒向遺跡センターエリアとしての史跡大田地区に、遺跡を解説するガイダンス機能等の整備事業を急いでく

ださい。 

 

【回 答】（文化財課） 

史跡纒向遺跡太田地区は纒向遺跡の整備事業の核となる地点と位置付けており、平成 28年度事業と

して便益施設の建築をさせて頂きましたし、今年度も便益施設西側の広場の造成工事を行っていると

ころです。市としましてもガイダンス施設の整備事業は最も優先すべき課題の一つと捉えております

ので、市の財政状況や多くの課題の解決のための事業などとの優先度を勘案しつつ、着実に、そして

できるだけ早期に事業を進めてまいりたいと考えております。 

なお、大型建物を含む建物群が検出された辻地区におきましては広く一般の方々から寄附を募るガ

バメントクラウドファンディングを活用して昨年度、検出された柱跡に木柱を建て、見学者に建物の
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イメージをして頂きやすいように整備工事を行いました。 

 

３．箸墓古墳の隣接地の周濠部エリアについて、国史跡への指定を受けましたが、今後の整備事業の方法として、

国営公園としての保存と、遺跡博物館を設置するよう国や県に働きかけてください。 

【回 答】（文化財課） 

箸墓古墳周濠隣接地につきましては開発事業が計画されたことに伴い、遺構や景観の保全を目的に

事業者の協力を頂きながら平成 28年度に史跡指定を受けることができました。 

今後の整備手法につきましては国や県、各委員会などのご指導を頂きながら計画を考えていきたいと

思っておりますが、基本的には史跡公園として箸墓古墳の墳丘の裾や周濠などの関連遺構の明示を行

うとともに、遺跡を訪れた方に活用いただくためのガイダンスゾーンや休憩所などの設置を行いたい

と考えています。 

なお、周辺地区をも含めた国営公園化や遺跡博物館の設置につきましては、将来的な課題として視

野に入れ国や県と調整を計りつつ、整備事業の立案を行っていきたいと考えております。 

 

Ⅶ 新庁舎建設について 

 何十年に１回という大きな事業でもあり、国からの有利な財政支援が得られるといっても、借金で新庁舎を建設

することから、将来的にも市民の暮らしや医療、福祉、教育の予算にしわ寄せがいかないようにしてください。

事業費を予算の枠内に抑えて市民にとって利便性が高く、障がい者や高齢者に優しいユニバーサルデザインにし

てください。 

 

【回 答】（庁舎建設準備室） 

桜井市の新庁舎建設事業につきましては、今回、国の有利な財政措置（交付税算入）のあります

「市町村役場機能緊急保全事業」を最大限に活用し、事業を進めてまいります。さらに、新庁舎の建

設事業を進めるにあたりましては、基金の積立を年次的・計画的に行い、今後の中長期的な財政状況

も踏まえながら、その平準化に努めるとともに、国や県の補助制度も活用し、極力、市民生活に影響

が出ないように事業を行っていく予定です。 

 新庁舎の建設費を含む事業費予算は、特殊な事情を除き、事業費が大きく膨らむことのないよう

「継続費」による予算組みを行っており、全体の予算枠を先に示し事業を進めております。また、今
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後予定している実施設計業務では、事業費の抑制にも配慮しながら検討を行ってまいります。 

 なお、吉田議員さんにおかれましては、市議会の新庁舎建設特別委員長として、ご審議をいただい

ており、さらに、平成 29年度には、新庁舎建設検討委員会の委員として、新庁舎建設基本計画の策定

にも関わっていただきました。そして、その後、基本設計を行い、現在、実施設計及び施工事業者の

募集を行っているところです。 

この基本計画と基本設計では、新庁舎建設の基本方針及び設計方針を定め、その一つとして、「市民

の皆さんが使いやすい庁舎」を目指すことといたしました。具体的には、ユニバーサルデザインに対

応した庁舎とするために、1階、2階の低層階でのワンフロアサービス・窓口機能の集約化や授乳室、

だれでもトイレなどを設置し、障がい者や高齢者はもちろんですが、市民にやさしく、誰もが使いや

すい庁舎を目指し、事業を進めていくこととしています。 

 

Ⅷ 私たちの身近で切実な願いです。早急に改善、実現してください。 

以下の危険箇所への安全対策を実施してください。 

 

１．観光や買い物で市内を安全に通行できるように歩道や自転車道の整備、下水工事などで補修した生活道路が通 

   行しにくくなっている箇所が市内たくさん見受けられます早急に整備をしてください。 

   （小西橋医院前道路～信号越えて安倍方面） 

【回 答】（土木課） 

桜井市が管理する道路には歩道が整備されたものもありますが、ほとんどのものが歩道もな 

いのが現状です。今後は、駅・公共施設・福祉施設・市民が利用する公共性の高い施設が集まった

「JR・近鉄桜井駅周辺地区」について、バリアフリー基本構想の策定に基づき計画的に整備してまい

りたいと考えますので、ご理解のほどよろしくお願いします。 

 小西橋医院前道路～信号越えて安倍方面の市道について、先日、現地確認を行い、アスファルト舗

装の老朽化による、凹みや剥がれている個所の補修を行いました。 

市道の舗装補修工事は、計画的に随時行っているところではありますが、舗装の老朽化に補修工事が

間に合わない状況です。道路パトロール等を行い出来る範囲で職員が修繕し対応しています。市民の

方々にはご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。 

 

 ２．台風など水害によって桜井市内においても、がけ崩れや道路の陥没など大きな被害をもたらしています。早急
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に風水害に対する防災対策を講じてください。特に、河川状況の現状の把握に努め、必要な措置をとってくだ

さい。 

【回 答】（土木課） 

昨年の台風２１号による災害復旧工事は約８０％が完了し、早期の復旧に向け現在も工事中 です。

今年は台風の発生が多く２６号まで観測され、日本に上陸したのは５個で、その内の４個が近畿地方

を通過しましたが、昨年の台風と比べると降雨量は少なく被害も少なくて済みました。 

 以上 

土木課では、浸水被害の軽減を図るため、貯留施設や水路改修工事を進めています。今後は 大和

川流域総合治水対策を奈良県と連携しながら進め、引き続き地元の協力を得ながら維持管理に努めて

いきたいと考えていますので、ご理解のほどよろしくお願いします。 

 

３．慈恩寺など大和川の堆積物除去を定期的におこなってください。また、今年も台風襲来により、要望していた

谷仁王堂付近の寺川が危険水位まで上昇し付近の住民の不安が増したことから雑草が多く繁茂し豪雨災害の危

険性が高くなる可能性があるので、早急に除草してください。 

【回 答】（土木課） 

大和川及び寺川の管理区分は、奈良県中和土木事務所となっております。実情を踏まえて要望いた

します。 

４．桜井高校のグラウンドの北側の市道と倉橋のため池の用水路の路肩が草で覆われています。車が用水路へ脱輪

をしたら危険ですので補修と拡幅をしてください。 

【回 答】（土木課） 

粟殿区より改善要望が提出されており、以前の路肩工事と同様の工事を今年度より西側へ計画的に

進めていきます。 

 

５．粟殿宮元町の倉橋ため池用水路の横の市道のガードレールが破損をしています。市の方で鉄棒で仮補修をして

いますが、通学路でもあり児童が用水路へ転落する危険性もあるので早く修理をしてください。 

【回 答】（土木課） 

車両等によりガードレールの破損部については、仮補修をしておりますが、復旧の工事発注は既に

済んでおり、年内完了を予定しております。 

 

６．ヤマトー桜井店跡地について、パチンコ店を経営している事業者と地主が出店のための契約をおこないまし

た。周辺住民からは、「パチンコ店が出店すると車が増えて混雑するのでは」「ネオンサインや電光掲示板で宣
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伝されると光害になる」など、不安の声が広がっています。市として地域住民の声をよく聞いて事業者に伝え

てください。 

【回 答】（商工振興課） 

ヤマトー桜井店跡地の活用については、かねてより近隣住民の皆様から衣食住を満たす商業施設

（ショッピングセンター）を誘致してほしいとの要望があり、その意向は当市からも地主である亀山

製絲に伝え、住民生活の安定・向上を求めてまいりました。 

しかしその後、当該事業者と賃貸借契約を締結され、出店業種・業態については、契約事業者に委

ねられているとの回答を地主より得ております。 

各種法令を遵守した出店である限り、出店業種や業態に関して、市が介入できることではありません

ので、ご理解いただきますようお願いします。 

 

【回 答】（土木課） 

開発行為申請・大型店舗申請等、今後、道路管理者及び警察署の協議が必要となりますので、出入

口の設置位置等を開発者へ指導します。また、大型の看板類についても奈良県屋外広告物条例及び桜

井市奈良県屋外広告物条例の申請が必要となりますので開発者へ指導を行います。 

 

７．桜井駅南口、エルト桜井まほろばセンターリニューアル工事について、一階は空き状態で二階に子どもの遊ぶ 

   施設の計画ですが、駐車場料金や有料遊具など、お金のかかる子育て世代の利用はしにくいです。どのように 

   計画策定されているのか、教えてください。  

 

【回 答】（商工振興課） 

桜井市の中心拠点としての駅前エリアの再生と賑わいあふれるまちづくりを進めるため、地域住民

等と行政が一体となり、エルト桜井２階部分の改修について、事業手法や導入機能の検討等を行い、

現在の計画を決定いたしました。 

今回、改修しております「遊び場（子ども広場）」については、商業施設としての運用とし、県内の

商業施設等を見てもこれほど広い屋内型の「遊び場」はありません。 

集客の向上対策として、オープン前には、市内外の保育所や幼稚園に啓発を行うと共に、ホームペ

ージなどを活用して多くの方に利用いただけるように、広報活動を積極的に行い、子どもたちの笑顔

があふれる施設にしたいと考えています。 

また、来場者の多くは、自家用車の利用であると思われることから、駐車場料金の負担軽減につい

ても検討を進めております。 

 

８．奈良交通多武峯線の竜吟荘バス停へは、南口からは一日片道２本しかなく、利用者から増便してほしいとの声
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が上がっています。早急に改善してください。 

【回 答】（行政経営課） 

竜吟荘バス停（高齢者総合福祉センター）への直接乗り入れについては、ご質問にもありましたと

おり、桜井南口発が９時４５分発と、１０時５０分発の２本、竜吟荘発が１４時４０分発と、１５時

４４分の同じく２本ございます。時刻表を設定する際には、竜吟荘にも相談しながら、一番ご利用し

やすい時間帯を設定させていただいております。 

また、その他の時間帯については、竜吟荘横の倉橋池口が最寄りバス停となり、合計で行き１０本、

帰り１０本の便を設定いたしております。今後は、乗降状況や竜吟荘の利用状況を見ながら、ご利用

していただきやすい便の設定について検討し、利用促進に努めてまいります。 

 

９．２メートルを超える民間の建物で倒壊の危険性のあるブロック塀について、調査対象として早急に補修や撤去

費用を補助してください。         

【回 答】（営繕課） 

「民間のブロック塀の撤去に対しての補助」につきましては、民間のブロック塀は個人財産である

ことから、撤去に対する助成は行なっておりません。各自治体におきましては、撤去等の費用助成の

検討や導入をすすめられております。 

本市におきましても、国の補助制度の活用を前提に、慎重に検討してまいります。 

 


